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（課長　荒川 辰雄）

政策評価実施時期 令和3年8月

不用額（百万円）

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（令和３年６月２５日開催）

執行額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

補正予算（b）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

116 都市計画道路（幹線街路）
の整備率(*)

実績値
評価

B
年度ごとの目標値

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分 R4年度要求額

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

業績指標

115 踏切遮断による損失時間
(*)

実績値
評価

A
年度ごとの目標値

評価結果

目標達成度合いの
測定結果

　（各行政機関共通区分）

③相当程度進展あり

　（判断根拠）

主要な業績指標である115については、令和２年度までに目標を達成した。主要業
績指標116については、目標年度において目標値に達しなかったが、概ね目標に近
い実績を示したため、全体として「③相当程度進展あり」とした。

施策の分析

渋滞対策の推進をはじめとした交通の快適性・利便性の向上に向け、道路網の整
備、現道路拡幅、及びバイパス整備を効果の高い箇所に対し重点化して実施する
とともに、開かずの踏切等に対して、連続立体交差事業等の抜本的な対策を、ス
ピードアップの工夫をしながら実施してきたところであり、道路交通の円滑化推進に
向け、順調かつ確実に推移しているところである。

次期目標等への
反映の方向性

今後も引き続き、渋滞対策の推進をはじめとした交通の快適性・利便性の向上をは
かり、道路交通の円滑化に資する政策を推進する。また、第5次社会資本整備重点
計画に掲げる目標を踏まえ、今後業績指標の見直しを検討する。

施策目標個票
（国土交通省2－㉙）

施策目標 道路交通の円滑化を推進する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

渋滞対策をはじめとした交通の快適性・利便性を向上することで、道路交通の円滑化を推進する



業績指標 １１５ 

 踏切遮断による損失時間* 

 

 

（指標の定義） 

踏切遮断による待ち時間がある場合と対策後の踏切通過に要する時間の差 

開かずの踏切等の遮断時間による損失時間 

  ＝踏切遮断による待ち時間がある場合に踏切通過に要する時間（注） － 対策後に踏切通過に要する時間 

（注） 全国での１日あたりの踏切通過交通量（人数）×踏切での待ち時間 

（目標設定の考え方・根拠） 

今後予定される連続立体交差事業や道路の立体化により削減が見込まれる開かずの踏切等の踏切遮断による損失 

時間により設定。 

（外部要因） 

地元調整の状況、踏切道の交通量等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体）、鉄道事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

   

 【閣議決定】 

 

 【閣決（重点）】 

 

 【その他】 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

１２０．６ 

万人・時/日 

１２０．０ 

万人・時/日 

１１９．４ 

万人・時/日 

１１８．１ 

万人・時/日 

１１７．０ 

万人・時/日 

 

主な事務事業等の概要 

開かずの踏切等の解消 

・「開かずの踏切」等による渋滞の解消や踏切事故防止のため、連続立体交差事業等を推進する。（◎） 

予算額： 

道路整備費１７，８５８億円（国費）及び社会資本整備総合交付金８，７１３億円（国費）等の内数（平成３１年

度） 

道路整備費２０，４７２億円（国費）及び社会資本整備総合交付金７，６２７億円（国費）等の内数（令和２年

度） 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

評 価 

 

          Ａ 

 

目標値：約１１７万人・時/日 （令和２年度） 

実績値：約１１７万人・時/日 （令和２年度） 

初期値：約１２３万人・時/日 （平成２５年度） 



 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・連続立体交差事業等により平成３０年度から、開かずの踏切等約１９８箇所を解消しており、平成３０年度の

実績値約１１９万人・時/日に対して、令和２年度の実績値は約１１７万人・時/日となり、目標値の約１１７万

人・時/日を達成した。 

（事務事業等の実施状況） 

・開かずの踏切等に対し、連続立体交差事業や道路の立体化等により、踏切除却を行う抜本的な対策について工

程の工夫等のスピードアップを図り推進している。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・最終年度の集計を行い、目標値の１１７万人・時/日を達成したことから、Ａと評価した。 

・引き続き、開かずの踏切等の解消を推進し、踏切遮断による損失時間削減を推進していく必要があるため、第5

次社会資本整備重点計画（令和3年5月28日閣議決定）において、道路ネットワークの構築の効果等も踏まえ、98

万人・時/日（令和７年度）と目標を設定した。本業績指標についても、今後同計画を踏まえ見直しを検討する

こととする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 道路局 路政課      （課長 高山 泰） 

関係課： 都市局 街路交通施設課  （課長 荒川 辰雄） 

     鉄道局 施設課      （課長 森 信哉） 

 



業績指標１１６  

 都市計画道路（幹線街路）の整備率* 

 

 

（指標の定義） 

都市内においてまとまった交通を受け持つとともに都市の骨格を形成する都市計画道路（幹線街路）の整備に 

ついては、都市における交通の快適性、利便性の向上はもとより、都市の防災性等、都市機能全般を向上させる 

ものであり、都市計画道路（幹線街路）の計画延長に対する完成延長の割合を指標として設定。 

＜分母＞都市計画道路（幹線街路）の計画延長 

＜分子＞都市計画道路（幹線街路）の完成延長 

（目標設定の考え方・根拠） 

都市内においてまとまった交通を受け持つとともに都市の骨格を形成する都市計画道路（幹線街路）の整備に 

ついては、都市における交通の快適性、利便性はもとより、都市の防災性等、都市機能全般を向上させるもので 

あり、都市計画道路（幹線道路）の計画延長に対する完成延長の割合を目標値として年 0.6%の伸びを確保する 

ように設定。 

（外部要因） 

なし 

（他の関係主体） 

 地方公共団体（事業主体、計画主体）、民間事業者（事業主体） 

（重要政策） 

【施政方針】 

 なし 

【閣議決定】 

なし 

【閣決（重点）】  

社会資本整備重点計画（平成 27 年 9月 18 日）「第 2章に記載あり」 

【その他】 

なし 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 

６４．４ ６４．９% ６５．３% ６５．７% ６６．１% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：６６．５％（令和２年度） 

実績値：６６．１％（令和２年度） 

初期値：６１．７％（平成２４年度） 
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主な事務事業等の概要 

・都市計画道路（幹線街路）の整備 

地域において安全で快適な移動を実現するため、通勤や病院等の日常の暮らしを支える生活圏の中心部につながる道

路網や、救急活動に不可欠な道路網の整備、隘路の解消を図るため現道拡幅及びバイパス整備等を推進し、地域内の

移動円滑化を図る（◎） 

予算額（事業費） 

道路整備費14,851億円及び社会資本整備総合交付金等42,073億円の内数（平成31年度当初予算） 

道路整備費18,836億円及び社会資本整備総合交付金等34,797億円の内数（令和２年度当初予算） 

（注）◎を付した施策項目は、社会資本整備重点計画にその概要が定められた社会資本整備に係る施策に関するものである。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

平成 29 年度以降、年間約 220km の都市計画道路の完成で推移しているが、目標年度の令和 2年度実績において 

目標値を達成しなかった。 

（事務事業等の実施状況） 

地域内の移動円滑化を図るため、日常の暮らしを支える生活圏の中心部につながる道路網や、救急活動に不可

欠な道路網の整備、狭隘の解消を図るための現道拡幅及びバイパス整備等を推進している。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

  平成２９年度以降、順調に整備延長は増加し、おおむね目標値近くの実績が得られているが、目標値に達しな

かったため、Ｂ評価とした。課題として、事業期間の長期化している事業が存在していることがあるため、集中

的な用地取得や工事実施を進めることで事業効果の早期発現を目指していく必要がある。また、都市計画決定後、

長期間、整備に未着手の路線も多く存在しており、必要性を検証したうえで、都市計画道路網の見直しに取り組

むことが必要である。 

今後も都市計画道路の着実な整備促進に向け、引き続き都道府県等に対し支援・助言等を行う。 

なお、引き続き施策を推進する必要があるため、第 5次社会資本整備重点計画（令和 3年 5月 28 日閣議決定）

において、直近の動向等を踏まえて 68.5％（R7 年度）と目標設定した。本業績指標についても、今後同計画を

踏まえ見直しを検討することとする。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：都市局街路交通施設課（課長 荒川 辰雄） 

関係課：都市局都市計画課  （課長  堤  洋介） 

 


